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高齢者の居場所づくり
― 求められる役割と空き家改修による整備の検討 ―

国立研究開発法人 建築研究所 住宅・都市研究グループ上席研究員 米　野　史　健

１.はじめに

高齢化が進む今日、高齢者の健康な暮
らしを支える社会づくりは重要な課題で
ある。高齢者が自宅に閉じこもるのでは
なく出来るだけ外に出るよう、外出先と
なる居場所が求められる。そのような場
所をつくる際には人口減少下で増えてい
る空き家の活用が効果的と考えられる。
このような背景を踏まえ、平成 28 ～

30 年度に高齢者の居場所づくりに関す
る研究を実施した。この研究では、日常
生活の中で使われている高齢者の外出行
動と居場所利用に関する実態調査と、実
際に空き家を活用して整備された居場所
についての事例調査を行った。それらの
結果を踏まえて、高齢者の居場所をつく
るために必要となる空き家の改修内容を
地域特性毎に検討し、モデルとなるプラ
ンを作成した。さらに、事例での取組の
実態や実現上の課題を整理した。

研究成果は『空き家の改修による高齢
者の居場所づくりの手引き』として令和
２年３月に以下の URL にて公表している。
本稿ではこの内容について紹介する。
http://www.kenken.go.jp/japanese/

contents/publications/index.html

２.高齢者の居場所に関する
実態調査

(１)高齢者の外出行動と居場所利用
の実態

全国の高齢者を対象に Web アンケート
を実施し、居場所となりうる外出先につ
いて、利用の状況とそこに行く理由など
を質問した。概要は以下の通りである。
【対象者】アンケート会社登録の60歳以
上の健康な高齢者（※日中ベッドで過
ごす者は除く）

【調査期間】平成29年３月10～13日
【回答者数】3,000名（男女同数、60-64
歳30％,65-74歳45％,75歳以上25％で

抽出）
①外出行動の実態
「１ヶ月の間にどの程度外出をします
か」との質問では、「ほぼ毎日」が
41.8％、「週４,５日程度」は 26.1％、「週
２,３日程度」は 21.9％であり、全体
の９割程度は定期的に外出している。た
だし、「ほぼ毎日」の割合は、60 ～ 64
歳では 46.3％なのに対し、75歳以上で
は 38.3％と低く、年齢が上がると外出
の頻度は落ちる。
「日常生活に必要な外出でよく行くと
ころ」（月１回以上）の質問では、｢１.食
料品や日用品などの買い物」は 97.2％
がよく行くと答えている。次いで「３.役
所、銀行、郵便局などでの手続き」
(93.1％ )「４. 病院・診療所などへの
通院」(85.8％ )の割合が高い。「２.昼
食・夕食などの自宅外での飲食」は
76.6％で他と比べると割合は低い。

図－１　居場所となりうる場所の利用状況
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②居場所の利用状況
居場所となりうる外出場所について、

（Ａ）生活必需行動のついでに立ち寄る、
（Ｂ）生活必需行動以外に目的を持って
行く、（Ｃ）特に予定せずふらりと足を
運ぶの３種に整理して利用状況を聞いた
（図－１）。
（Ａ）生活必需行動のついでに立ち寄
る場所では（図－１左）、「４.食料品・
日用品以外の買い物」が 64.9％で最も
多い。その他「５.コーヒーショップな
ど喫茶軽食店」「９.親族・知人などの家」
「３.公園・緑地・遊歩道」は半数以上が
立ち寄ると答えている。
（Ｂ）生活必需行動以外に目的・意図
を持って行く場所では（図－１中央）、
「２.親族・知人などの家」が 52.1％で
最も多い。続いて、「７.映画館、演劇鑑
賞、美術館など文化施設」と「９.地域
の図書館、文化・教養活動施設など」が
４割程である。
（Ｃ）用事がなくてもふらりと行きた
くなる場所では（図－１右）、「１.公園
や緑地などを散歩する」「２.街なかを散
策する」「３.大規模商業施設等の中でウ
インドーショッピングをする」といった、
散歩に出かける場所を半数以上が挙げて
いる。「10. 親族・知人などの家」も約
半数が回答している。「４.商業施設の
フードコートや休憩場所」「５.ファスト
フード店やコーヒーショップ」「６.カ
フェ・喫茶店」といった、お茶を飲みな
がら休む場所には４割前後がよく行くと
答えている。
③居場所に行く理由
前出の場所に行く理由について、以下

の６つの選択肢を示して、最もあてはま
る理由の回答を求めた。
　①そこに行くと楽しめるから
　②会いたい人がいるから
　③人が集まっているから
　④自身が役に立てることがあるから
　⑤その場所が心地よいから
　⑥あまり人に干渉されないから
居場所の（Ａ）～（Ｃ）の３類型毎に、

一定程度の利用があった場所について、
行く理由としてどの回答が最も多いかを
整理したのが表－１である。居住場所に
よって周囲の居場所の種類やアクセスの
しやすさなどが違うため、地域を「街な
か」「郊外」「農漁村」に分けている。
６つの理由のうちでは「①そこに行く

と楽しめるから」が最も多くの場合に該
当している。行動の内容を大きく分けれ

ば、「見て回って楽しむ」（Ａの４.本屋・
雑貨店や、Ｃの２.街なか散策と３.大
規模商業施設）、「興味を満たして楽しむ」
（Ａの８.趣味・娯楽施設や、Ｂの７.映
画館・劇場・美術館と９.図書館・活動
施設、Ｃの７.図書館・文化施設）、「身
体を動かして楽しむ」（Ｂの４.屋内ス
ポーツ施設と６.農作業・園芸・釣り）、「飲
食をして楽しむ」（Ｃの４.フードコート
と５.ファストフード）という４通りが
あるといえる。
「②そこには会いたい人がいるから」
が該当するのは、Ａ～Ｃのどの場合でも
「親族・知人宅」である。人に会いたい
場合には、直接その人の家に行く傾向が
あることが読み取れる。
「⑤その場所が心地よいから」が該当
するのは、「公園・緑地」と「喫茶店」（Ａ
とＣの場合）、「寺社などの宗教施設」（Ｂ
の場合）である。木々に囲まれた落ち着
いた空間で過ごせる公園・緑地・寺社と、
屋内でゆっくりくつろげる喫茶店等、の
２種類の心地よさがあるとみられる。
地域別の違いでは、「①楽しめる」場

所は、（Ａ）ついでに立ち寄る場所や（Ｂ）
意図を持って行く場所はどの地域でも該
当するが、（Ｃ）ふらりと行きたくなる
場所は街なかと郊外の場合で、農漁村で
は当てはまらない。商業施設や飲食店な
どの施設が少ないためと考えられる。「②

会いたい人がいる」場所である「親族・
知人宅」はどの地域でも共通している。
「⑤心地よい」場所は、屋内でくつろげ
る喫茶店等は街なかと郊外の場合であり、
ここでも農漁村部では当てはまらない。

(２)高齢者の居場所に求められる役
割の検討

アンケート結果を踏まえて居場所の現
状と将来の課題を整理したのが図－２で
ある。縦方向は場所を訪れる「目的」が
日常的かで３つに分けている。横方向は
場所を訪れる「活動力」で、元気で制限
がない状態が左側、加齢で活動の頻度や
範囲が限定される状態が右側である。ア
ンケートは健康な高齢者が対象だったが、
今後活動に不自由が出ると場所の利用は
どう変わるか、利用出来なくなった際に
どんな場所が必要になるかを検討した。
活動力が低下すれば屋外での移動や滞

在は難しくなり、「公園・緑地等」には
行きにくくなる。これらに行く理由は「心
地よいから」だが、いつでも行けて費用
負担のない気軽さも要因と思われ、
「Ⅰ .気軽に立ち寄れる」場所が求めら
れる。
行動に制約が出れば「商業・娯楽・文

化施設」に行くのも難しくなる。これら
へ行く理由の「楽しめるから」は非日常
的な刺激が得られるからだと考えられ、

図－２　居場所の現状と将来の課題に関する概念図

表－１　居場所の類型毎のそこに行く主な理由

※下線：月に１回以上行く人の割合が50％を越える場所、その他：25％を越える場所。25％未満は利用少ない
ので未表記。

※行くと答えた人のうち理由を選択した人が過半数に満たないものは理由不明として扱わない。
※[  ]内は利用者が多い地域を指す。街：街なか、郊：郊外、農：農漁村、全：全ての地域。
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「Ⅱ .日常とは違う刺激を得られる」場
所が身近にあることが望ましい。
さらに活動力が低下すれば生活必需行

動の回数も減り、ついでに立ち寄った「飲
食店・喫茶店等」に行く機会も減る。こ
れらに行く理由は「心地よいから」であ
り、身近なところに「Ⅲ .飲食を楽しん
でくつろげる」場所があることが求めら
れる。食事の提供は自炊が難しくなった
方の食生活の支援にもつながる。
外出先で多く上がった「親族・知人宅」

の理由は「会いたい人がいるから」だっ
たが、日常的に会うことで状況を確認し
安心できるという面もあろう。しかし外
出が難しくなれば会う頻度は低下するた
め、「Ⅳ .暮らしの様子を見守る」人が
身近にいることが望まれる。
身体の自由度がより低下すればデイ

サービス等の福祉施設への通所も必要に
なる。自力生活が難しくなった場合にす
ぐに福祉施設が利用できるよう、「Ⅴ .福
祉サービスへとつなぐ」場所があり、気
軽に相談や依頼が出来るのが望ましい。
以上のⅠ～Ⅴの役割を担う場として身

近な地域に高齢者の居場所が求められ、
これらの役割を果たすには表－２に示す
機能を有することが必要と考えられる。

３.空き家を活用した居場所
づくりの事例調査

空き家・空き店舗を改修し居場所とし
て活用した事例を収集し、８事例のヒア
リングを行った。運営団体の関係者に開
設経緯や改修内容、活動・利用実態を聞
くとともに、工事の設計図面や積算表等
の提供を受けて改修箇所や費用を整理し
た。
個別事例の紹介は本稿では省略するが、

居場所の機能の空間的配置は図－３のよ
うに整理された。入口付近に立ち寄りや
すい「滞留機能」、これと一体的に不特
定多数が集まる「交流機能１」があり、
これらスペースで「生活支援機能」が果
たされる。開閉可能な仕切り等を挟んで
特定団体が集まれる「交流機能２」と相
談等を行う「福祉機能」で使う形である。

４.改修による居場所づくり
のモデルスタディ

空き家を活用した居場所づくりの取組
に参考になるよう、モデルスタディを実
施した。取組が考えられる地域として、
（１）郊外住宅地、（２）地方都市街なか、
（３）地方都市集落部の３つを想定した
（大都市街なかは様々な場所が既にある

ため対象外とした）。それぞれの地域で
一般的・典型的とみられる住宅の種類や
形態として、（１）ではファミリー向け
の戸建住宅、（２）では住商併用の町家等、
（３）では築年数の古い農家等を仮定した。
その上で、当該住宅を居場所として活

用する際に行われる改修のレベルとして、
Ⅰ .最低限の設備更新、Ⅱ .間取りの改
変、Ⅲ .耐震性・断熱性等の向上の３段
階を設定した上で、各レベルで実現でき
る居場所の機能と空間を検討し、そのた
めに行う改修の内容と必要な費用につい
て試設計を行って検討した（図－４～６，
表－３～５）。

(１)郊外住宅地での戸建住宅の活用
住民の高齢化と子世代の流出が進む郊

外住宅地で、自治会等の地縁団体が、高
齢者が気軽に立ち寄れる場所、および子
育て世代の親子が集まれる場所として、
居場所をつくる場合を想定した。
①レベルⅠ：お茶会の場として整備
空き家の管理と引き換えに建物を無償

で借り、週１回程のお茶会開催を中心と
した滞留・交流の空間をつくる。食べ物
は持ち寄り居場所では湯を沸かす程度と
考え、コンロＩＨ化と手すり設置等の最
低限の高齢者対応を行う。２階には手を
つけず所有者が物置として使う。改修費
は約 75 万円（消費税抜：以降同様）で
あり、水廻りの設備交換が半分程を占め
る。
②レベルⅡ：待合場所・多世代交流の
場として整備

バス停近くの空き家の無償貸与を受け、
高齢者の休憩所とともに、子どもも集ま
れる場とする。庭側にデッキ等を設けて
気楽に滞留出来る場とし、室内では一定
人数が集まれるよう一体的に使える交流
空間をつくる。ＤＫを使い食事会等を開
催して高齢者や子どもに食事を提供する。
改修費は約 270 万円で、キッチン・トイ
レ等の水廻りと、間取り変更の内部造作
に費用を要している。
③レベルⅢ：気軽に使える集会所とし
て整備

町内会が売却中の空き家を安価で購入
し、高齢者をはじめとする多様な人々が
集まれる場として整備する。レベルⅡ同
様に庭側に待合場所をつくり、そのまま
中に入って寛げるよう１階を土間化する。
室内はより多人数が集まれるように一体
化し、２階にも上がりやすいよう階段を
付け替えるとともに、トイレも数を増や

図－３　空き家を改修した居場所の空間構成の概念図

表－２　居場所に求められる機能
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して高齢者に配慮する。改修費は約1,500
万円で、大幅変更部分の水廻りと内部造
作のほか、耐震・断熱改修も行っている。

(２)地方都市街なかでの町家の活用
住宅や商業施設の郊外化で購買客を

失って衰退が進む中で、町内会や商店会
が空き家となった店舗併用住宅を活用し
て、地域の拠点をつくる場合を想定した。
①レベルⅠ：お茶会や地縁団体の打合
せの場として整備

空き家の相続人から固定資産税程度の
賃料で借り受け、週１回程度のお茶会や
サークルの集まり、自治会の役員会等の
開催場所とする。郊外住宅地と同様にコ
ンロＩＨ化と手すり設置等の最低限の高
齢者対応を行うとし、２階部分は手をつ
けず利用しない。改修費は約 55 万円で
あり、水廻りの設備交換が中心である。
②レベルⅡ：多世代交流の場＋防災備
蓄倉庫として整備

地区外に転出した所有者から無償で借
り受け、居室部分では様々な世代や団体
の会合が行えるようにし、土間部分には
棚を新設して災害時に必要な物資の備蓄
場所とする。１階和室では食事会等も開
催できるようキッチンを新設するととも
に、トイレの数も増やす。改修費は約
290 万円で、キッチン・トイレ新設とこ
れに伴う配水管の設置費用が多くを占め
る。
③レベルⅢ：気軽に使える集会場所と
して整備

空き家の相続人から町内会が低価格で
取得し、様々な層の多様な使い方に対応
出来る場所とする。安心して集まれるよ
う耐震改修を行い、奥の倉庫は切り離し
母屋を面格子壁や木製フレーム等で補強
する。土間を広げてキッチンカウンター
を設置、バリアフリーのトイレも新設し
て気軽に立ち寄れるようにする。１階和
室は土間と独立させ福祉の相談会等も出
来るようにし、階段を昇降しやすいよう
にして２階でも多人数の会合が出来るよ
うにする。改修費は約 1,600 万円で、
耐震改修や壁・屋根の補修、内部造作や
水廻り設備など、全般的に費用がかかる。

(３)地方都市集落部での農家の活用
高齢化が進行する中で、地域での生活

とコミュニティを維持するために、地縁
団体が高齢者を支援し移住者を受け入れ
るための場所をつくる場合を想定した。

①レベルⅠ：高齢者の定期的な集まり
の場として整備

空いた農家を地縁団体が無償で借り、
高齢者が週３回程集まりお茶会等を行う
場とする。古い台所を撤去してキッチン
に入れ替え、土間にテーブルを設置し気

軽に立ち寄れるようにし、トイレも屋内
に新設し冬場も使いやすくする。踏み台
や手すりで和室にも上がりやすくし、昼
間集まって過ごすことで個人の冷暖房費
負担を軽減する。改修費は約 288万円で
水廻り設備が中心である。

図－５　地方都市街なかの町家を改修した居場所のモデルスタディ

図－６　地方都市集落部の農家を改修した居場所のモデルスタディ

図－４　郊外住宅地の戸建住宅を改修した居場所のモデルスタディ
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②レベルⅡ：集落内の多世代交流の場
として整備

売却を希望する所有者から地縁団体が
安価で買い取り、集会所とは別に気軽に
集まれる場とする。レベルⅠ同様に屋内
にトイレを新設し、居室から行きやすい
よう土間の一部を廊下に変える。土間に
はテーブル席を置き高齢者や子どもが立
ち寄りやすくする。板の間にキッチンを
移設して様々な人数での食事会が出来る
ようにする。奥の和室は個室として交流
や福祉相談に用いる。改修費は約 360万
円で、キッチン部分により多額を要して
いる。
③レベルⅢ：地域おこしの活動拠点と
して整備

放置されていた農家を行政と地縁団体
が借り上げ、地域おこしや移住促進に活
用する。多くの人が集まるのを想定し、
安全に使えるよう耐震補強を実施する。
土間には大きなキッチンとテーブルを設
置し、喫茶や食事提供に利用するほか、
郷土料理の伝承や地域産物を活かした料
理開発等に用いる。土間部分には複数の
トイレと手洗い場も設置する。居室の半
分は移住希望者向けのお試し住宅に転換、
新たに水廻り設備を設置し旅館業法等に
も対応できるようにする。住宅部分は会
合やイベントで使う和室と独立させてプ
ライバシーを確保する。改修費は約1,853
万円で、お試し住宅および共用部分の水
廻り設備や耐震補強、長期利用を見据え
た屋根の葺替えなどに費用がかかる。

表－３　郊外住宅地・戸建住宅でのモデルスタディの改修内容と費用

表－５　地方都市集落部・農家でのモデルスタディの改修内容と費用

表－４　地方都市街なか・町家でのモデルスタディの改修内容と費用
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